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 入札参加資格申請の電子申請について 

 宝塚市の入札参加資格審査申請について、電子申請で行う場合は下記の案内に従って申請し

てください。 

※ パソコンの技術的な動作環境については、下記の兵庫県のサイトで確認してください。 

なお、当該申請には電子証明書は不要です。 

 ＵＲＬ：https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/index.html 

（兵庫県電子申請共同運営システムヘルプデスク ０１２０－９６－９０６８）  

 

（電子申請の手順） 

① 電子申請をはじめて利用する場合には、「利用者登録」をし、ID・パスワードを取得 

（はじめて利用する方はこちら）します。 

② 取得した ID・パスワードを用いて電子申請を行います。なお、過去にＩＤを取得してい

ればそれも使用可能です。 

③ 電子申請を行った内容をプリントアウトし、別送書類に添付のうえ契約課へ郵送します。 

 

（画面操作の流れ） 

【団体選択】 

① －１  ｅ-ひょうご「兵庫県電子申請共同運営システム（e-ひょうご）」の画面を開く 

       

 

 

団体選択で「宝塚市」を選択する。

（地図、又は名前から「宝塚市」

をクリック） 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/index.html
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/www/guide/howtouse.html
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/index.html
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【電子申請】 

①－２ 

 

 

①－３ 

 

手続きの中から 

「入札参加資格」を選択します。 

（５月８日の１０時以降に選択可能になります。） 

「入札参加資格審査申請書（測量・コンサルタント

等）」、「入札参加資格審査申請書（物品等）」又は 

「入札参加資格審査申請書（建設工事）」をクリック 
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①－４ 

 

 

 

 

 

 

 

①－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先に取得した IDと 

パスワードを入力し 

ログインします。 

「電子申請」をクリック 

宝塚市では、システムを使った事務処理は行いませんの

で、基本的にはこの機能は使いません。 

ただし、この機能の中で、「到達番号」「問合せ番号」

を元に、申請書を再プリントすることなどは可能です。 
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② 

■測量・建設コンサルタント等 電子申請画面（1ページ目） 

 

 

（次頁へ続く） 

 

 

 

 

 

 

過去に登録がある場合は、「更新」をチ

ェックし、前回登録時の業者番号を入力

します。 

（業者番号はこちらから確認いただけ

ます。） 

 

◆は必須項目です。 

代表者役職がなく、空欄にな

る場合は、全角スペースを入

力してください。 

 

支店・営業所等の受任先を設置

する場合、「受任者に委任する」

にチェックし、必須項目を入力

してください。 

受任者役職について、桁数が足り

ない場合は入るところまで入力

し、プリントアウト後の紙に朱書

きで加筆して下さい。 

入力画面は全部で 3 ページありますが、画

面上部で切り替えることができます。 

ここからコンサルの申請内容の入力です。 

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/shisei/keiyaku/1008725/1002711.html
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この電子申請についての

問い合わせ先を入力して

ください。 

宝塚市において「市民税」「固

定資産税・都市計画税」「軽自

動車税」「国民健康保険税」の

課税のある場合は「あり」に

チェックします。 

入力途中のデータを保存できます。 

入力作業を一時中断する際に、今までの入力内容を自

分のパソコンに保存しておき、後で読み込むことができ

ます。 

また、入力が 60 分を超えると、ブラウザがタイムア

ウトし、保存も出来なくなります。こまめに保存するこ

とをお勧めします。 

※当該保存データは、次回の電子申請時に読み込んで活

用することも可能です。 
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■ 測量・建設コンサルタント等 電子申請画面（2ページ目） 

注意 

入力で桁数が足りない

場合は「9999」と入力し、

プリントアウト後の紙

に朱書きで訂正して下

さい。 

障碍者数は申請日時点での実数

で構いません。 

登録を受けている事業

について、全て入力し

てください。 

「達成」・「未達成」にチェックした場合には、公

共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書

（様式第 6 号）の写し」を添付して下さい。 

「身体障害者」とありますが、「障碍者」と読み替

えてください。（精神も含む。） 

 



  7/19 

  

 

 

 

 

 

 

 

一覧の中で、取引可能なものは全

てチェックし、その中で市と取引

を希望する業務について第３希

望まで選択できます。（第一希望

は必須入力） 

受託可能な事業が分かるよう、出来

るだけ詳しく記載してください。 

（1000桁以内） 
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■ 測量・建設コンサルタント等 電子申請画面（3ページ目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ページ全ての入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。 

電子申請後、別送する書類についてチ

ェックをします。 

書類は必要な場合と不要な場合があり

ますので、申請要領で確認してくださ

い。 

申請要領及び別送書類書式は市のホー

ムページ「入札参加資格申請について」

のページからダウンロードできます。 

 

 

必ず紙の資料を別送書類として添

付の上、郵送して下さい。 

（電子申請でエクセル等のデータ

を添付できる状態になっています

が、使用しないでください。） 
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③－１ 申請付帯情報入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ入力後の処理 
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③－２ 送信確認画面（この画面で申請書を印刷します） 

 

～ ～ ～  （省略）～ ～ ～ 

 

 

入力内容の確認をします。 

修正がある場合は、左下の

「戻る」ボタンで前画面に

戻ってください。 

注意 こちらのボタンより印刷プレビュ

ー画面を表示し、申請書をプリン

トアウトしたものを必ず別送書類

と一緒に送付してください。 

プリントアウト後、右下の「送信」

ボタンを押してください。 
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③－３ 到達確認画面 

 

 

以上で、測量・建設コンサルタント等入札参加資格の電子申請が完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「到達番号」「問合せ番号」は、

今後照会などの時に必要となり

ますので、必ずメモかプリントア

ウトし、管理してください。 

申請書をプリントアウトしたものを必ず別送書類

と一緒に送付してください。（必ず、返信用の切手を貼った封
筒を同封すること。） 
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④ 

■ 物品等 電子申請画面（１ページ目） 

 

 

 

 

ここから物品の申請内容の入力です。 
入力画面は全部で 3 ページありますが、画

面上部で切り替えることができます。 

◆は必須項目です。 

代表者役職がなく、空欄にな

る場合は、全角スペースを入

力してください。 

前回登録がある場合は、「更新」をチェ

ックし、前回登録時の№を入力します。 

支店・営業所等の受任先を設

置する場合、「受任者に委任す

る」にチェックし、必須項目

を入力してください。 

 

受任者役職について、桁数が足り

ない場合は入るところまで入力

し、印刷した紙に朱書きで加筆し

て下さい。 

この電子申請についての問

い合わせ先を入力してくだ

さい。 

宝塚市において「市民税」「固

定資産税・都市計画税」「軽自

動車税」「国民健康保険税」の

課税のある場合は「あり」に

チェックします。 

入力途中のデータを保存できます。 

入力作業を一時中断する際に、今までの入力

内容を自分のパソコンに保存しておき、後で読

み込むことができます。 

また、入力が 60 分を超えると、ブラウザが

タイムアウトし、保存も出来なくなります。こ

まめに保存することをお勧めします。 

※当該保存データは、次回の電子申請時に読み

込んで活用することも可能です。 
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■ 物品等 電子申請画面（２ページ目） 

 

 

こちらのプルダウンより業

種を選択します。 

（第一希望は必須） 

 

「小規模修繕工事」は、 

一番下の 501 を選択して下

さい。（受け付けは、市内に

本社（本店）がある業者の

み） 

 

障碍者数は申請日時点での実数

で構いません。 

人数入力で桁数が足りない

場合は「99999」と入力し、

印刷した紙に朱書きで訂正

して下さい。 

「達成」・「未達成」にチェックした場合には、公

共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書

（様式第 6 号）の写し」を添付して下さい。 

「身体障害者」とありますが、「障碍者」と読み替

えてください。（精神も含む。） 

 

受託可能な事業が分かるよう、出来

るだけ詳しく記載してください。 

（300桁以内） 

注意 
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直近の２年間での取引につい

て、入力します。 

（取引は官公庁に限りません） 

（入力例）20160401-20170331等 

もし、桁数が足りない場合は、入力できる部分を入

力した後、印刷した紙に朱書きで加筆して下さい。 

 

見積・入札・請求・代金受領時

に使用する印鑑について、該当

するものにチェックします。 
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■ 物品等 電子申請画面（３ページ目） 

 

次画面以降は、前出の③－1から③－３までの操作と同様です。 

電子申請後、別送する書類についてチ

ェックをします。 

書類は必要な場合と不要な場合があり

ますので、申請要領で確認してくださ

い。 

申請要領及び別送書類書式は市のホー

ムページ「入札参加資格申請について」

のページからダウンロードできます。 

 

 

 

3ページ全ての入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。 

申請書をプリントアウトしたものを必ず別送書類

と一緒に送付してください。（必ず、返信用の切手を貼った封

筒を同封すること。） 
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⑤ 

■ 建設工事 電子申請画面（1ページ目） 

 

 

（次頁へ続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去に登録がある場合は、「更新」をチ

ェックし、前回登録時の業者番号を入力

します。 

（業者番号はこちらから確認いただけ

ます。） 

 

◆は必須項目です。 

代表者役職がなく、空欄にな

る場合は、全角スペースを入

力してください。 

 

支店・営業所等の受任先を設置

する場合、「受任者に委任する」

にチェックし、必須項目を入力

してください。 

受任者役職について、桁数が足り

ない場合は入るところまで入力

し、プリントアウト後の紙に朱書

きで加筆して下さい。 

入力画面は全部で 3 ページありますが、画

面上部で切り替えることができます。 

ここから建設工事の申請内容の入力です。 

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/keiyaku/1008725/1002711.html
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この電子申請についての

問い合わせ先を入力して

ください。 

宝塚市において「市民税」「固

定資産税・都市計画税」「軽自

動車税」「国民健康保険税」の

課税のある場合は「あり」に

チェックします。 

入力途中のデータを保存できます。 

入力作業を一時中断する際に、今までの入力内容を自

分のパソコンに保存しておき、後で読み込むことができ

ます。 

また、入力が 60 分を超えると、ブラウザがタイムア

ウトし、保存も出来なくなります。こまめに保存するこ

とをお勧めします。 

※当該保存データは、次回の電子申請時に読み込んで活

用することも可能です。 
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■ 建設工事 電子申請画面（2ページ目） 

  

入力で桁数が足りない

場合は入力できるとこ

ろまで入力し、プリント

アウト後の紙に朱書き

で書き加えて下さい。 

「達成」・「未達成」にチェッ

クした場合には、公共職業安

定所に提出した「障害者雇用

状況報告書（様式第 6 号）の

写し」を添付して下さい。 

注意 

経営規模等評価結果通知書・総

合評定値通知書の内容につい

て入力してください。 

社会保険等加入「無」の場合、申請を受け付けることはで

きません。また、経営規模等評価結果通知書・総合評定値

通知書で「有」または「除外」であることが確認できない

場合、別途提出書類が必要です。詳細は申請要領を参照し

てください。 

注意 

受託可能な事業が分かるよう、出来

るだけ詳しく記載してください。 

（300桁以内） 
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■ 建設工事 電子申請画面（3ページ目） 

 

次画面以降は、前出の③－1から③－３までの操作と同様です。 

 

3ページ全ての入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。 

電子申請後、別送する書類についてチ

ェックをします。 

書類は必要な場合と不要な場合があり

ますので、申請要領で確認してくださ

い。 

申請要領及び別送書類書式は市のホー

ムページからダウンロードできます。 

 

今回は、その他別添資料のデータ添付

はありませんので、こちらの「参照」

は使用しないでください。 

申請書をプリントアウトしたものを必ず別送書類と一緒に

送付してください。（必ず、返信用の切手を貼った封筒を同封すること。） 

 

 


